
 

東日本大震災の弔意表明について 

 

令和８年３月６日 

閣 議 了 解 

 

 

 東日本大震災発生十五年となる３月１１日に、哀悼の意を表する

ため、次のとおり措置するものとする。 

 

１ 各府省においては、弔旗を掲揚するとともに、各公署、学校、会

社その他一般においても同様の措置を採るよう協力方を要望する

こと。 

２ 国民各位に対して、震災の発生時刻（午後２時４６分）に黙とう

を捧げるよう協力方を要望すること。 

 

 


